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 佐賀県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月12日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 佐賀県規則第６号 

   佐賀県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 佐賀県立都市公園条例施行規則（昭和36年佐賀県規則第79号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（吉野ヶ里歴史公園の供用日及び供用時間） （吉野ヶ里歴史公園の供用日及び供用時間） 

第８条 吉野ヶ里歴史公園の供用日及び供用時間は、次の表のとお

りとする。 

第８条 吉野ヶ里歴史公園の供用日及び供用時間は、次の表のとお

りとする。ただし、知事が指定する区域の供用時間は、別に定め

る。 

 略 
 

 略 
 

２ 略 ２ 略 

（吉野ヶ里歴史公園の入園券等） （吉野ヶ里歴史公園の入園券等） 

第９条 条例第９条第２項又は第３項の規定により吉野ヶ里歴史公

園の入園料又は使用料を納付した者には、領収書に代えて入園券

又は駐車券を交付する。 

第９条 条例第９条第２項又は第３項の規定により吉野ヶ里歴史公

園の入園料又は使用料を納付した者には、入園券、駐車券又は領

収書を交付する。 

２ 略 ２ 略 

第11条の３ 条例第11条ただし書の規定により、吉野ヶ里歴史公園

の入園料又はその駐車場に係る使用料の全部又は一部の返還を受

けようとする者は、当該入園料又は当該使用料を納付した日から

７日以内に、入園料等返還請求書（別記様式第７号の２）に入園

券又は駐車券を添えて知事に提出しなければならない。 

第11条の３ 条例第11条ただし書の規定により、吉野ヶ里歴史公園

の入園料又はその駐車場に係る使用料の全部又は一部の返還を受

けようとする者は、当該入園料又は当該使用料を納付した日から

７日以内に、入園料等返還請求書（別記様式第７号の２）に入園

券、駐車券又は領収書を添えて知事に提出しなければならない。

ただし、電子情報処理組織を使用する方法により当該入園料又は

当該使用料を納付した者への返還については、別に定める。 

様式第７号の２（第11条の３関係） 様式第７号の２（第11条の３関係） 
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改正前 改正後 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 注 この請求書には、入園券又は駐車券を添付してください。  注 この請求書には、入園券、駐車券又は領収書を添付してくだ

さい。 

   附 則 

 この規則は、令和８年３月13日から施行する。ただし、第８条の改正規定は、令和８年３月18日から施行する。 


